
（２）事　業　所　意　識　調　査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査事業所の属性
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（１）業種について

（２）　従業者について

（３）　正規従業者の平均年齢と平均勤続年数について

① 平均年齢

② 平均勤続年数

男性
女性

44.8
44.0

男性 14.1
12.1女性

9
6

26

1

2
18

1

2
11

19

0 5 10 15 20 25 30

建設業

卸売・小売業

製造業

飲食業、宿泊業

電気・ガス・熱供給・水道業

医療・福祉

情報通信業

教育、学習支援業

運輸業

サービス業

2,544

1,542

242

503

115

165

103

47

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

正規従業員男性

正規従業員女性

パート男性

パート女性

臨時男性

臨時女性

人材派遣者男性

人材派遣者女性

（単位：社）

（単位：人）

（単位：歳）

（単位：年）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査結果
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うち女性女性の割合（％）
222 44 19.8%
191 30 15.7%
352 71 20.2%
390 92 23.6%

計 1,155 237 20.5%

　女性を活用するためにどのようなことに取り組んでいるかについて、｢業務に必要な知識や能力、資格取得のた
めの教育や研修を、性別に関係なく実施している｣（７９％）の割合が最も高く、次いで｢仕事と家庭を両立するため
の制度を充実させている｣（５９％）、｢性別により評価することがないよう人事考課基準を明確に定めている｣（５
５％）となっている。

②部長相当職

　問　係長以上の管理職及び女性管理職は何人いますか(回答社数８７社）

　係長以上の管理職及び女性管理職は
何人いるかについては、８７社において
１，１５５人が管理職であり、そのうち２３７
人（２０．５％）が女性であった。

管理職

　問　女性を活用するためにどのようなことに取り組んでいますか(回答社数９２社）

　１．女性の採用状況についてお伺いします

　女性管理職が少ない理由について、｢管理能力の面で必要な知識や判断力を有する女性の適任者がいない（少
ない）から｣（５８％）が最も高く、次いで｢女性自身が、管理職になることを望んでいないことが多いから｣（２３％）、｢
業務の内容が、女性には任せられない、あるいは女性に向いていないと思うから（２１％）｣となっている。

　問　女性管理職の合計が１割未満である場合、それはどのような理由からですか
　　　　(回答社数４８社）

③課長相当職
④係長相当職

管理職数（人）

①役員・事業主

79%

59%

55%

52%

35%

26%

22%

7%

13%

13%

12%

12%

7%

20%

14%

28%

32%

36%

53%

67%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

業務に必要な知識や能力、資格取得のための
教育や研修を、性別に関係なく実施している

仕事と家庭を両立するための制度を
充実させている

性別により評価することがないよう、
人事考課基準を明確に定めている

女性が少ない職場・職種への女性従業員の配置や、
意欲と能力がある女性を積極的に採用している

管理職や従業員に対し、女性活用の
重要性について啓発を行っている

女性の活用に関する担当部署・担当者を設けるなど、
事業所内での推進体制を整備している

女性活用に関するセミナー等に出席し、
情報収集を図っている

行っている 取り組む予定あり 取り組む予定なし

58%

23%

21%

19%

17%

10%

4%

2%

0%

0%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

管理能力の面で必要な知識や判断力を有する
女性の適任者がいない（少ない）から

女性自身が、管理職になることを
望んでいないことが多いから

業務の内容が、女性には任せられない、
あるいは女性に向いていないと思うから

将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、
現在のところその職に就くための在籍年数などを満たしていないから

女性には家庭での責任があるので、
長時間の労働を要求できないから

女性は勤続年数が短く、管理職になるまでに
退職してしまう（人材として育たない）から

目標となる女性の先輩がいないので、
次が育たないから

社会的にまだ女性登用の
機運が高まっていないから

上司・同僚・部下となる男性が
女性管理職を希望していないから

顧客が女性管理職をいやがるから

その他
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　問　パワハラ・セクハラ防止のためにどのような取り組みをしていますか(回答社数４８社）

　２．パワハラ・セクハラ対策についてお伺いします

　問　内部規則等によりパワハラ・セクハラ防止に対して、何か取り組みをしていますか(回答社

　パワハラ・セクハラ防止に対する取り組みについて、｢取り組みをしている｣という回答が４８社、｢取り組みはして
いない｣という回答が４７社であった。

　パワハラ・セクハラ防止のための具体的な取り組みについて、｢社内規程などへの明示｣、｢机上や相談体制の整
備・充実｣（ともに６５％）が最も高く、次いで｢パワハラ（セクハラ）の相談員や担当者がいる｣（５２％）となっている。

65%

65%

52%

42%

29%

29%

25%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

社内規程などへの明示

苦情や相談体制の整備・充実

パワハラ（セクハラ）の相談員や担当者がいる

男女平等に対する意識の徹底

パワハラ（セクハラ）防止委員会等の設置

パワハラ（セクハラ）防止に関する研修会等の開催

定期的な面接やアンケートの実施

その他

取り組み
はしてい
ない; 47

取り組み
をしてい
る; 48
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　問　育児休業制度・介護休業制度を導入していますか

　　　　 育児休業 介護休業

　問　育児休業制度・介護休業制度はどのような内容ですか

育児休業 介護休業

　問　育児・介護休業中の従業員に対して、雇用保険以外の経済的援助制度がありますか

育児休業 介護休業

　育児休業制度・介護休業制度の内容について、育児休業について｢法定年齢を超えて取得できる｣という回答
は、７５社中６社（８％）、介護休業について｢通算９３日を越えて取得できる｣という回答は、５９社中３社（５％）で
あった。

　育児・介護休業中の従業員に対する経済的援助制度について、｢育児休業給付以外の支給がある｣という回答
は、７５社中５社（７％）、｢介護休業給付以外の支給がある｣という回答は、５９社中３社（５％）であった。

　育児休業制度・介護休業制度を導入しているかどうかについて、育児休業については７５社（７９％）、介護休業
については５９社（６２％）が導入している。

　３．育児休業制度についてお伺いします

導入してい
る; 75; 79%

導入してい
ない; 17;

18%

無回答; 3;
3%

法定どおり
（原則１歳
まで）; 69;

92%

法定年齢
を超えて取
得できる;

6; 8%

雇用保険
からの育児
休業給付
のみ; 70;

93%

育児休業
給付以外
の支給が
ある; 5; 7%

導入してい
る; 59; 62%

導入してい
ない; 35; 37%

無回答; 1;
1%

通算93日
まで（法定
どおり）;
56; 95%

通算93日
を超えて取
得できる;

3; 5%

雇用保険
からの介
護休業給
付のみ;
56; 95%

介護休業
給付以外
の支給が
ある; 3; 5%
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育児休業 介護休業

育児休業 介護休業

育児休業 介護休業
（単位：人） （単位：人）

男性 女性 合計 男性 女性 合計
平成２０年度 0 27 27 平成２０年度 0 1 1
平成２１年度 0 34 34 平成２１年度 0 1 1
平成２２年度 3 27 30 平成２２年度 0 1 1

　近年の育児・介護休業の取得状況について、ここ３年間で、育児休業取得者は男性３名、女性８８名、介護休業
取得者は女性３名であった。

　問　育児・介護休業終了後は、原則として現職または現職相当職に復帰させることが就業規則
等に明記されていますか

　問　近年で育児・介護休業を取得した従業員がいますか

　育児・介護休業利用者が出た場合の代替要員の補充について、育児休業では｢他部署からの異動｣が３２社（４
３％）、｢人材派遣者・アルバイト等の雇用｣が２２社（２９％）、｢補充していない｣が１５社（２０％）であった。
　また、介護保険では｢他部署からの異動｣が２５社（４３％）、｢人材派遣者・アルバイト等の雇用｣が１７社（２
９％）、｢補充していない｣が１１社（１９％）であった。

　育児・介護休業終了後は、原則として現職または現職相当職に復帰させることが就業規則等に明記されている
かについて、｢就業規則等に明記している｣という回答は、育児休業では７５社中５７社（７６％）、介護休業では５９
社中４８社（８１％）であった。

　問　育児・介護休業利用者が出た場合、代替要員の補充を行っていますか

就業規則
等に明記
している;
57; 76%

明記して
いない;
18; 24%

他部署から
の異動; 32;

43%

人材派遣
者・アルバ
イト等の雇
用; 22; 29%

補充してい
ない; 15;

20%

無回答; 6;
8%

就業規則
等に明記し
ている; 48;

81%

明記してい
ない; 11;

19%

他部署から
の異動; 25;

43%

人材派遣
者・アルバ
イト等の雇
用; 17; 29%

補充してい
ない; 11;

19%

無回答; 5;
9%
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　問　事業所において、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいますか。

　問　ワーク・ライフ・バランスの推進に必要であると考えることは何ですか

　事業所における従業員の仕事と家庭の両立支援策について、｢女性が結婚後も働き続けられるよう配慮してい
る｣という回答が７３％で最も多く、次いで｢結婚・妊娠・出産のため退職した従業者の再雇用を推進している｣（４
３％）、｢短時間勤務やフレックスタイム制などの利用が可能である｣（３９％）となっている。

　事業所において、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んで
いるかについて、｢内容は知っているが、具体的な取り組みは
行っていない｣という回答が３１社（３３％）で最も多く、次いで｢言
葉は聞いたことがあるが、内容がよく分からない｣（２４社：２
５％）、｢言葉・内容ともに、よく分からない｣（２１社：２２％）となっ
ている。

　問　従業員の仕事と家庭の両立支援策で、事業所において当てはまるものは何ですか

　４．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）についてお伺いします

　ワーク・ライフ・バランスの推進に必要であると考えることについて、｢残業時間を減らす｣という回答が４３％で最
も多く、次いで｢労働時間の短縮や休日の増加を推進する｣（３５％）、｢賃金・仕事内容など、労働条件での男女格
差をなくす｣（２３％）となっている。

既に取り組
んでいる;
13; 14%

まだ取り組
んでいない
が、近々取
り組みを始
める予定で
ある; 4; 4%

内容は知っ
ているが、
具体的な取
り組みは

行っていな
い; 31; 33%

言葉は聞い
たことがあ
るが、内容
がよく分か
らない; 24;

25%

言葉・内容
ともに、よく
分からない;

21; 22%

無回答; 2;
2%

43%

35%

23%

21%

17%

17%

17%

16%

15%

13%

11%

9%

7%

5%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

残業時間を減らす

労働時間の短縮や休日の増加を推進する

賃金・仕事内容など、労働条件での男女格差をなくす
結婚・出産・介護などの理由で退職した社員の再雇用制度を拡充す

る
研修や職業訓練の機会を拡充する

男性も女性も育児休暇がとりやすくするために環境を整備する

仕事と家庭の両立などの問題で、相談できる窓口を設置する

昇格の機会を男女平等にする

育児や介護のための休暇制度を拡充する

保育施設や介護のための施設・サービスを拡充する

育児や介護休暇中の諸手当を充実する

趣味・活動ができるように厚生面を充実する

フレックスタイム制や在宅勤務制を導入する

事業所内の託児について充実する

無回答

73%

43%

39%

35%

14%

14%

9%

8%

7%

2%

1%

0%

0%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性が結婚後も働き続けられるよう配慮している

結婚・妊娠・出産のため退職した従業者の再雇用を推進している

短時間勤務やフレックスタイム制などの利用が可能である

短時間労働者等も産前産後・育児・介護休業が取得できる

カウンセラー等による従業者の精神的ケアを実施している

産前産後休業取得中の従業者に、所得を補てんする制度がある

育児休業取得中の従業者に、所得を補てんする制度がある

介護休業取得中の従業者に、所得を補てんする制度がある

産前産後・育児・介護休業取得後の従業者用職場復帰プログラムがある

事業所内で託児施設や病児保育室などを設置運営している

育児が容易な場所（保育園の近辺等）への転居費用を補助している

在宅勤務制度が利用可能である

社外保育施設との提携や、ベビーシッター業者との契約を実施している

無回答
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　従業者の仕事と家庭の両立支援について、市の事業や政策へ望むことについて、｢保育所の保育時間の延長｣
という回答が３７％で最も多く、次いで｢出産・育児に関する経済的な支援｣（２４％）、｢保育所の入所待機者の解
消｣（２３％）となっている。

　問　従業者の仕事と家庭の両立支援について、市の事業や政策へ望むのはどのようなことです
か

37%

24%

23%

21%

21%

17%

12%

12%

11%

7%

7%

5%

5%

3%

2%

9%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

保育所の保育時間の延長

出産・育児に関する経済的な支援

保育所の入所待機者の解消

仕事と家庭の両立について効果的な取組を
実施している事業所への経済的な支援

学童保育の費用軽減や保育時間延長

保育所の低年齢児保育受入枠の拡大

一時保育制度の実施

女性の医療・健康づくりへの支援

妊娠・出産等のため退職した従業員の
再雇用推進策（相談・研修等）の実施

仕事と家庭の両立について効果的な
取組を実施している事業所のＰＲ

男性の育児・介護休業の取得促進啓発

事業所向けの、男女共同参画に関する
情報の提供や講座の開催

職場の雰囲気・慣行（女性のお茶入れ等）の
見直しの啓発

研修・講座等、男女共同参画に関する社会教育の推進

その他

特にない

無回答
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